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第４期越谷市障がい福祉計画策定基本方針 

 

平成２５年１０月３日 

市 長 決 裁 

１ 趣旨 

  この基本方針は、「第４期越谷市障がい福祉計画」の策定にあたり、基本的な考

え方や進め方についての概要を示すものである。 

 

２ 策定の根拠 

  障がい福祉計画は、平成１８年４月に施行された障害者自立支援法において、障

害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画で

ある障がい福祉計画を定めることが義務付けられている。 

  障害者自立支援法は改正され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律、いわゆる障害者総合支援法として平成２５年４月１日から施行され

た。障害者総合支援法では、「制度の谷間のない支援」を提供する観点から、障が

い者の定義に難病等が加えられている。 

障害者総合支援法第８８条第１項によれば、「市町村は、基本指針に即して、障

害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関

する計画を定めるものとする。」とされている。 

  なお、第４期越谷市障がい福祉計画の策定にあたっては、平成２２年度に策定し

た「第３次越谷市障がい者計画」（平成２３年度～２７年度）と整合性を図ったも

のとする。この「第３次越谷市障がい者計画」については、障害者基本法に基づき、

本市の障がい者福祉について、その理念や方針、施策の方向を明らかにしたもので

あり、第４次越谷市総合振興計画の部門計画として位置づけている。 

 

３ 計画期間 

  国から示された考え方に基づき、これまでに、平成１８年度から２０年度までを

計画期間とする第１期計画を平成１８年度に、平成２１年度から２３年度までを計

画期間とする第２期計画を平成２０年度に、平成２４年度から２６年度までを計画

期間とする第３期計画を平成２３年度に策定している。 

第４期計画の計画期間については、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１

日までとする。 
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４ 策定体制 

 ※別紙１参照 

 (1)庁内体制 

  ①策定委員会 

    福祉部長を委員長、子ども家庭部長を副委員長とし、関係各課の課長の職に

ある者で構成する策定委員会を設置する。策定委員会は、計画策定に必要な協

議を行い、計画案を作成する。 

  ②作業部会 

    福祉部障害福祉課副主幹を部会長、子ども家庭部子育て支援課副主幹を副部

会長とし、関係各課の副課長（副主幹）または係長（主査）の職にある者で構

成する作業部会を設置する。作業部会は、計画案の作成に際し、専門的事項の

検討及び調査研究を行う。 

 (2)越谷市障害者施策推進協議会 

   障害者総合支援法第８８条第９項によれば、「障害者基本法第三十六条第四項

の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しよ

うとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。」とさ

れている。 

   本市では、障害者基本法に基づき、越谷市障害者施策推進協議会条例を定め、

平成１８年８月に越谷市障害者施策推進協議会を設置している。本協議会は、学

識経験者、保健・医療又は福祉に関する機関の代表者、障がい者福祉関係団体の

代表者、公募による市民により構成されており、計画の策定に当たっては、本協

議会の意見を聴くものとする。 

 (3)越谷市障害者地域自立支援協議会 

   障害者総合支援法第８８条第８項によれば、「市町村は、第八十九条の三第一

項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更す

る場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。」

とされている。 

   本市では、平成２２年３月に越谷市障害者地域自立支援協議会を設置している。 

本協議会は、相談支援事業関係者、障害福祉サービス事業関係者、障害者相談員、

関係行政・教育機関の代表者、保健医療関係者、学識経験者により構成されてお

り、計画の策定に当たっては、本協議会の意見を聴くものとする。 
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(4)事務局 

   事務局は、福祉部障害福祉課に置き、計画策定に関する庶務やコンサルタント

との連絡調整等を行う。 

 

５ 意見募集等 

 (1)アンケート調査 

   身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、市民に対してアンケ

ート調査を実施する。身体障がい者、知的障がい者、市民については、対象者を

無作為抽出し、また、精神障がい者については家族会等をとおし、難病患者につ

いては埼玉県障害難病団体協議会をとおして依頼する。（高次脳機能障害、発達

障がいについては関連団体をとおして調査を行うことを検討中） 

 (2)パブリックコメント 

   越谷市のホームページ等を活用し、素案に対する市民の意見を募集する。 

 

６ 策定スケジュール 

 ※別紙２参照 
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第４期越谷市障がい福祉計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市  長 

【計画の策定】 

障害者施策推進協議会 

 

学識経験者 

保健医療福祉関係機関代表 

障がい者団体等代表 

公募市民 

庁内策定委員会 

 

【必要事項の協議及び計画案の作成】 

委 員 長：福祉部長 

副委員長：子ども家庭部長 

委  員：関係課長職等

作業部会 

 

【専門的事項の検討及び調査研究】 

部 会 長：福祉部障害福祉課副主幹 

副部会長：子ども家庭部子育て支援課 

副主幹 

部 会 員：関係課副課長又は係長職等 

       障害福祉課 

       コンサルタント【助言指導】
事務局

提  示 報  告 

現状把握 

意 

見 

（庁内体制） 

障害者地域自立支援協議会 

 

相談支援事業関係者、障害福祉サ

ービス事業関係者、障害者相談員、

関係行政・教育機関の代表者、保

健医療関係者、学識経験者 

意 

見 

基礎調査 

・アンケート調査 

・障害福祉サービスの提供状況 

                等 
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第４期越谷市障がい福祉計画策定スケジュール  

年 月 越  谷  市 

 

埼玉県 国 施策推進協議会

自立支援協議会
庁内組織 

25年 9月 

 

 

10 月 

 

 

    11 月 

 

 

    12 月 

 

 

26 年 1月 

 

 

     2 月 

 

 

     3 月 

 

 

     

     

     

計画策定基本方針の決定

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
内
容
の
検
討 

 未
定 

第３回 

施策推進協議会

(2.20 開催予定)

第２回 

施策推進協議会

(10.25 開催) 

第２回 

自立支援協議会
(10.16 中止) 

第３回 

自立支援協議会

(1.27 開催) 

第１回 

策定委員会 

(12.25 開催) 

策定委員会の設置 
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年 月 越  谷  市 

 

埼玉県 国 施策推進協議会

自立支援協議会
庁内組織 

26年 4月 

 

 

5 月 

 

 

6 月 

 

 

7 月 

 

 

8 月 

 

 

9 月 

 

 

    10 月 

 

 

    11 月 

 

 

12 月 

 

 

27 年 1 月 

 

 

     2 月 

 

 

     3 月 

 

 

 

 

     

 

第１回 

施策推進協議会

 

パブリックコメン
トの実施 

数
値
目
標
・
サ
ー

ビ
ス
見
込
量
を

国
へ
報
告

第２回 

策定委員会 

 

アンケート調査

Ｈ
25
障
が
い
者
・
福

祉
計
画
状
況
調
査 

数
値
目
標
・
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
の
検
討 

第４期障がい福祉計画作成完了

第４回 

策定委員会 

計画策定業務委託契約締結

数
値
目
標
・
サ
ー
ビ
ス

見
込
量
の
再
検
討 

 

未
定 

第２回 

施策推進協議会

第４回 

施策推進協議会

第３回 

策定委員会 

第１回 

自立支援協議会

第１回 

作業部会 

第２回 

自立支援協議会

第２回 

作業部会 

第３回 

自立支援協議会

第３回 

施策推進協議会

第４回 

自立支援協議会

第５回 

作業部会 

第３回 

作業部会 

第４回 

作業部会 
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○越谷市障がい福祉計画策定委員会設置要領 

 

平成２５年１０月２８日 

市 長 決 裁 

（設置） 

第１条 第４期越谷市障がい福祉計画の策定に際し、必要な事項を協議し、

計画案を作成するため、越谷市障がい福祉計画策定委員会（以下「策定

委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 策定委員会の委員は、福祉部長及び子ども家庭部長の職にある者

及び別表１に掲げる課に所属し、課長の職にある者をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第３条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉部長、副

委員長は子ども家庭部長の職にある者をもって充てる。 

２ 委員長は策定委員会を代表し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会の委員以外の者を

会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。 

（作業部会） 

第５条 計画案の作成に際し、専門事項の検討及び調査研究を行うため、

策定委員会に作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会の部会員は、別表２に掲げる関係課所の副課長（副主幹）又

は係長（主査）の職にある者をもって充てる。 

３ 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は福祉部障害福祉課副
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主幹、副部会長は子ども家庭部子育て支援課副主幹の職にある者をもっ

て充てる。 

４ 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席

させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。 

５ 部会長は、作業部会を代表し、会議の議長となる。 

６ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第６条 策定委員会の委員の任期は、第４期越谷市障がい福祉計画の策定

が完了するまでの期間とする。 

（庶務） 

第７条 策定委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、

委員長が会議に諮って定める。 

附 則 

この要領は、平成２５年１０月２８日から施行する。 

 

別表１ (第２条関係) 

部  課  名 

企画部企画課 

福祉部社会福祉課 

福祉部障害福祉課 

福祉部高齢介護課 
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福祉部国民健康保険課 

子ども家庭部子育て支援課 

保健医療部市民健康課 

 

別表２（第５条関係） 

部 課 係 名 

福祉部社会福祉課 

福祉部障害福祉課 

福祉部障害福祉課障害福祉推進係 

福祉部障害福祉課自立支援担当 

福祉部高齢介護課 

子ども家庭部子育て支援課少子政策係 

子ども家庭部子育て支援課児童福祉担当 

 



【参考】 

 

障がい福祉計画・障がい者計画の計画期間について 

 

計画期間 

 現行の第３期越谷市障がい福祉計画の計画期間が平成２４年度から２６年度まで

となっている。今回策定する第４期越谷市障がい福祉計画については、平成２７年度

から平成２９年度までを計画期間とした３ヵ年計画となっている。 

 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

第３期障がい福祉計画（H24～H26） 

第４期障がい福祉計画（H27～H29） 

第３次障がい者計画（H23～H27） 

第４次障がい者計画（H28～H32）

策定 

策定 


